
様式第二号の八（ 第八条の四の五関係）

神戸市長 殿

提出者

( 法人にあっ ては、 名称及び代表者の氏名)

当該事業場において現に行っ ている事業に関する事項

( 日本産業規格　 Ａ 列4番）

大阪府大阪市中央区大手前１ 丁目7番31号

令和7年4月1日～令和8年3月31日

総合工事業

1, 032   億円（ 前年度全社完成工事高）

815人（ 全社）

大阪府大阪市中央区大手前１ 丁目7番31号

岩田地崎建設株式会社　 大阪支店

執行役員支店長　 畑　 忠佳

06-6944-7222

岩田地崎建設株式会社　 大阪支店

④産業廃棄物の一連
　 の処理の工程

別添１  処理工程図のと おり

（ 第1面）

①事　 業　 の　 種　 類

②事　 業　 の　 規　 模

③従　  業　  員 　 数

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

産業廃棄物処理計画書

　 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき 、 産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成し たので、 提出し ます。

住 所

氏 名

電話番号

令和7年5月23日



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（ 管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

t t

（ こ れまでに実施し た取組）

【 目標】

ｔ ｔ

（ 今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

－

排    出    量

（ 第2面）

①現状

（ 分別し ている産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

( 今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のと おり

別添２  管理体制図のと おり

①現状

産業廃棄物の種類 別紙集計表のと おり －

排    出    量



自ら 行う 産業廃棄物の再生利用に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

（ こ れまでに実施し た取組）

【 目標】

t ｔ

（ 今後実施する 予定の取組）

自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（ こ れまでに実施し た取組）

【 目標】

t t

t t

（ 今後実施する 予定の取組）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

①現状

②計画

産業廃棄物の種類

自ら 中間処理により 減量し た

産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら 熱回収を 行っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

（ 第3面）

②計画

①現状

産業廃棄物の種類

－

自ら 再生利用を 行う
産 業 廃 棄 物 の 量

－

自ら 再生利用を 行っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

－

－

自ら 中間処理により 減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら 熱回収を 行う
産業廃棄物の量

－

－



自ら 行う 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

（ こ れまでに実施し た取組）

【 目標】

ｔ ｔ

（ 今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（ こ れまでに実施し た取組）

②計画

産業廃棄物の種類

－

－

－

－

（ 第4面）

①現状

産業廃棄物の種類 －

自ら 埋立処分又は
海洋投入処分を 行っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

－

自ら 埋立処分又は
海洋投入処分を 行う

産 業 廃 棄 物 の 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
①現状

産業廃棄物の種類 別紙集計表のと おり

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を 行う 業者への
処  理  委  託  量

再生利用業者への
処 理 委 託 量



【 目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（ 今後実施する予定の取組）

（ 第5面）

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

※事務処理欄

認定熱回収業者以外の
熱回収を 行う 業者への
処  理  委  託  量

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のと おり

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量



(第6面）

備考

1    前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2 　 当該年度の６月30日までに提出すること。

3 　 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には､製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）､建設業の場合における元請完成

　工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

　模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

　の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

4  　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5  　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6  　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7  　※欄は記入しないこと。



別添１  処理工 程図

別紙のと おり

（ 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画による ）



別添２  管理体制図

別紙のと おり

（ 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画による）



産業廃棄物処理計画書 別紙集計表

現状：前年度（令和6年度）実績量

計画：今年度（令和7年度）計画量（目標） 単位：トン

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

汚泥 1,428.20 1,285.38 － － － － － － － － 1,428.20 1,285.38 0.00 0.00 1,428.20 1,285.38 0.00 0.00 0.00 0.00

木くず 4.95 4.46 － － － － － － － － 4.95 4.46 4.95 4.46 4.95 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 4.20 3.78 － － － － － － － － 4.20 3.78 4.20 3.78 4.20 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00

がれき類 537.40 483.66 － － － － － － － － 537.40 483.66 7.40 6.66 537.40 483.66 0.00 0.00 0.00 0.00

建設系混合廃棄物（管理型含む） 101.66 91.49 － － － － － － － － 101.66 91.49 101.66 91.49 101.66 91.49 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 2,076.41 1,868.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,076.41 1,868.77 118.21 106.39 2,076.41 1,868.77 0.00 0.00 0.00 0.00

産業廃棄物の種類

排出抑制 自ら行う中間処理 処理の委託

自ら再生利用を
行った(行う)量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を
行った(行う)量排 出 量

自ら熱回収を
行った(行う)量

自ら中間処理により

減量した(する)量 全 処 理 委 託 量
優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
再生利用業者への

処 理 委 託 量
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量



多量排出事業者の産業廃棄物処理計画

会社概要

　 　 　 名称： 岩田地崎建設株式会社

　 　 　 業種： 建設業

　 　 資本金： 2, 000, 000, 000円

　 　 　  を 提供する 。

（ 1） 品質・ 環境方針

　 　 岩田地崎建設株式会社の品質・ 環境方針を 下記に示す。

　 　 品質・ 環境方針に基づき 産業廃棄物の発生・ 排出抑制、 再生利用、 適正処理等の活動を

　 　 推進する 。

　 品質・ 環境方針

　 　 　 地域の課題解決への思いを 原点に、 品質・ 環境を 重視し たも のづく り を  通し て安心で

　 　 1．   事業活動に伴う 課題やニーズを 的確に理解し 、 顧客およ び地域・ 社会から 信頼さ れる

　 　 　  ため、 顧客満足およ び環境パフ ォ ーマン スの向上を 目指す。

　 　 2．   岩田地崎環境活動＜I ECA（ イ エカ ） ＞を 通じ て、 環境課題（ 地球温暖化、 脱炭素・

　 　 　  カ ーボン ニュ ート ラ ル、 自然環境と 生物多様性の保全等） に取り 組む。

　 　 3．   関連する 法規制等を 確実に遵守し 、 地域社会と の協調に努め、 高い技術で最良の製品

　 従業員数： 815名（ 2025年4月1日現在）

　 　 豊かな社会環境づく り に貢献する 活動を 推進する 。

　 務部長と する 。

　 抑制に関する 計画を 策定し 、 実施する 。

　 　 　 ・ 余剰資材の少ない搬入計画

　 　 4．   新技術への挑戦と 技術力の継承に取り 組み、 品質の向上を 図る 。

　 　 5．   創意工夫に努め、 マネジメ ン ト システ ムの有効性を 継続的に改善する 。

（ 2） 産業廃棄物処理の処理に関する 管理体制

　 　 岩田地崎建設株式会社の産業廃棄物処理の処理に関する 管理体制を 資料－1に示す。

　 　 こ の管理体制によ り 、 産業廃棄物の発生・ 排出抑制、 再生利用、 適正処理等に取組む。

　 　 尚、 工事における 廃棄物処理責任者を 作業所所長、 社内における 廃棄物処理責任者を 総

（ 3） 廃棄物の発生・ 排出抑制

　 　 作業所所長は、 「 施工計画書」 ・ 「 施工要領書」 ・ 「 手順書」 等に廃棄物の発生・ 排出

　 　 尚、 計画の際は、 下記の事項について考慮する 。

　 　 　 ・ 廃棄物の発生が少ない工法の検討

　 　 　 ・ 無駄のない加工、 組立

　 　 　 ・ 梱包材の簡略化



再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書

搬入量 搬出量

①土砂： 500m
3
以上 ①建設発生土： 500m

3
以上

②砕石： 500t 以上 ②コ ン ク リ ート 塊 アスフ ァ ルト ・ コ ンク リ ート 塊

③加熱アスフ ァ ルト 混合物： 200t 以上 　 建設発生木材の合計： 200t 以上

のいずれかに該当する 場合 のいずれかに該当する場合

・ 再生資源利用計画書を 作成 ・ 再生資源利用促進計画書を 作成

①資材ごと の利用量 ①指定副産物ごと の搬出量

②利用量のう ち、 再生資源の種類ごと の利用量 ②指定副産物ごと の再資源化施設または

③その他、 再生資源の利用に関する事項 　 他現場への搬出量

③その他、 指定副産物に係る 再生資源利用促進に

　 関する 事項

　 　 尚、 表示は縦及び横それぞれ60cm以上の掲示板と し 、 下記の内容について記載する 。

　 　 　 ・ 保管の場所である 旨

　 　 　 ・ 保管場所の責任者の氏名又は名称、 連絡先

　 　 　 ・ 積み上げる こ と が出来る 高さ 等（ 屋外で容器を 用いない場合）

（ 6） 産業廃棄物の再生利用

　 　 作業所所長は、 設計図書の記載事項を 確認し 、 再生資源の積極的活用に努める 。

　 　 作業所所長は、 下記に示す規模以上の工事において、 該当する 計画書を 作成する 。

・ 計画の実施状況を 記録　 　 ・ 計画書・ 記録を 工事竣工後1年間保管

　 　 作業所所長は、 廃棄物の受入施設の条件を 考慮し 、 リ サイ ク ルのため・ 適正処理のため

　 　 尚、 建設工事から 発生する 主な副産物を 資料－2に示す。 また、 計画の際は下記の事項に

　 　 　 ・ 建設廃棄物と 非廃棄物（ 建設発生土・ 有価物）

　 　 　 ・ 一般廃棄物と 産業廃棄物

　 の分別方法を 計画し 実施する 。

　 ついて考慮する 。

　 施設で適切に保管する 。

　 　 　 ・ 安定型処分場で処理でき る も のと 安定型処分場で処理でき ないも の

（ 5） 産業廃棄物の保管

　 　 作業所所長は、 計画し た分別方法に基づき 保管場所を 定め、 表示（ 掲示板） のある 保管

　 　 　 ・ 廃棄物の種類

（ 4） 廃棄物の分別



　 　 　 ・ 「 建設廃棄物処理委託契約書」 は、 部署担当者の確認後、 所長印（ 作業所所長と 現

　 　 　 ・ 業者選定にあたっ ては、 作業所所長が業者の情報を 収集し 、 適正な処理ができ る 許

　 　 　 ・ 「 建設廃棄物処理委託契約書」 は、 甲、 乙又は丙が各々記名押印の上1部作成し 、 甲

　 　 　 ・ 契約締結（ 産業廃棄物処理委託契約） に関する 作業所所長への権限の委任は、 「 職

　 　 　 ・ 部署担当者の「 建設廃棄物処理委託契約書」 確認時に行う 各種登録（ 「 事業場登

　 　 　 「 産廃処理委託契約er -cont r act （ 電子契約） 」 について

　 　 　 　 可業者を 選定する 。

　 　 　 　 は本書を 保管（ 契約終了の日から 5年間保存） し 、 乙又は丙は各々写し を 保管する 。

　 　 　 　 務権限規程」 の「 職務権限表」 によ る 。

　 　 　 　 録」 「 業務実施ユーザー登録」 「 運搬経路登録」 等） が完了し ていないと 電子マニ

　 　 　 　 フ ェ スト の承認、 紙マニフ ェ スト 登録の入力を 行う こ と はでき ない。 尚、 具体的な

　 　 　 　 手順等については部署担当者の指示に従う 。

　 　 　 　 理委託契約「 er -cont r act 」 に加入の場合、 電子委託契約を 行う 旨を 業者担当者及び

　 　 　 ・ 作業所所長は、 産廃処理委託契約に際し 、 収集運搬業者と 処理業者の両社が産廃処

　 　 　 ・ 作業所所長から 要請を 受けた土木部・ 建築部担当者は、 収集運搬業者と 処理業者か

　 　 作業所所長は、 委託契約書の内容に基づき 産業廃棄物が適正に処理さ れたこ と を 確認す

　 　 作業所所長は、 「 建設廃棄物処理委託契約書」 ・ 「 産業廃棄物管理票（ マニフ ェ ス

　 　 　 　 当社土木部・ 建築部担当者に伝達する 。

　　　　　　ら申請された産廃処理委託契約「er-con tract」の内容を確認し、承認を行い、委託契約を結ぶ。

　 る ため、 「 産業廃棄物管理票（ マニフ ェ スト ） 」 （ 電子マニフ ェ スト 「 e-r ever se. com」 ま

　 たは紙マニフ ェ スト ） を 使用し て廃棄物の移動、 処理状況を 管理する 。

　 ト ） 」 を 工事終了後に土木部又は建築部に提出し 、 土木部又は建築部で5年間保管する 。

　 　 　 ・ 「 建設廃棄物処理委託契約書」 の事業者（ 甲） の表記は原則、 土木工事・ 建築工事

　 る 許可を 得た収集運搬業者と 処分業者にそれぞれ委託（ または環境省令で定める 者に委

　 託） する 。

　 し ている かを 確認する 。

（ 7） 産業廃棄物の処理

　 　 作業所所長は、 産業廃棄物を 適正に処理する ため、 委託内容に応じ て廃棄物処理法によ

　 　 委託契約書は、 記入漏れがないこ と を 確認する と と も に許可証の内容と 記入内容が合致

　 　 尚、 契約の締結に際し ては、 以下の内容に従う 。

　 　 　 「 建設廃棄物処理委託契約書」 全般について

　 　 　 　  と も に作業所所長名（ 作業所所長と 現場代理人が同一と なら ない場合、 作業所所長

　 　 　 　  の確認を 経て現場代理人名も 可） と する 。

　 　 　 　 場代理人が同一と なら ない場合、 作業所所長の確認を 経て現場代理人印も 可） を 押

　 　 　 　 印し 、 選定し た委託業者と 取り 交わし を 行う （ 二者契約） 。 部署担当者確認前の契

　 　 　 　 約締結は不可。



　 　 　 ①作業所所長は「 e-r ever se. com」 の“ 紙マニフ ェ スト 登録” （ 紙マニフ ェ スト 運用）

　 　 　 ②本支店の土木部又は建築部担当者は、 「 e-r ever se. com」 における 工事作業所毎の処

　 　 　 ③本支店の土木部又は建築部担当者及び安全品質環境部担当者は、 「 e-r ever se. com」

　 　 　 ④安全品質環境部担当者は、 所定の書式に数量を 記入し 、 必要な書類を 取り まと め、

　 　 　 　 の“ データ 集計” “ 行政報告用データ 出力” 等を 活用し 、 処理実績の取り まと めを

　 　 　 　 行う 。

　 　 　 　 理が滞り なく 実施さ れている こ と を 確認する と と も に、 必要に応じ て作業所所長へ

　 　 　 　 の“ データ 集計” “ 行政報告用データ 出力” 等を 活用し 、 処理実績の取り まと めを 行う 。

　 　 　 ②本支店の土木部又は建築部担当者は、 「 e-r ever se. com」 における 工事作業所毎の処

　 　 　 ③本支店の土木部又は建築部担当者及び安全品質環境部担当者は、 「 e-r ever se. com」

　 　 　 ④安全品質環境部担当者は、 所定の書式に数量を 記入し 、 必要な書類を 取り まと め、

（ 9） 産業廃棄物管理票の交付状況報告への対応

　 　 1） 交付状況の報告

　 　 　 　 安全品質環境部長の確認後、 期日までに所定の届出先に提出する 。

　 　 2） 産業廃棄物管理票の交付状況の集計

　 　 前年度の産業廃棄物の発生量が1000t 以上、 または特別管理産業廃棄物の発生量が50t 以

（ 8） 多量排出事業者制度への対応

　 　 　 　 安全品質環境部長の確認後、 期日までに所定の届出先に提出する 。

　 　 　 支店の安全品質環境部が都道府県知事（ または保健所を 設置する 市の長） に提出する 。

　 　 　 状況について「 産業廃棄物管理票交付等状況報告書」 を 作成し 、 毎年6月30日までに本

　 　 　 　 を 実施し 、 工事作業所毎の処理実績を 明確にする 。

　 　 　 　 の指示を 行う 。

　 　 　 　 理が滞り なく 実施さ れている こ と を 確認する と と も に、 必要に応じ て作業所所長へ

　 上（ 「 区域内」 （ 都道府県若し く は保健所を 設置する 市） の工事作業所の発生数量を 合

　 計） の場合、 本支店毎に発生数量を 報告する 。

　 　 　 計画書」 ） を 本支店の安全品質環境部が都道府県知事（ または保健所を 設置する 市の

　 　 　 長） に提出する 。

　 　 　 　 管理票交付者は、 その年の3月31日以前の1年間において交付し た管理票の交付等の

　 　 1） 処理計画の作成・ 提出

　 　 　 　 当該年度の6月30日までに「 産業廃棄物処理計画書」 （ 「 特別管理産業廃棄物処理

　 　 2） 実施状況の報告

　 　 　 　 前年度作成の処理計画の実施状況については、 翌年度の6月30日までに「 産業廃棄物

　 　 3） 産業廃棄物の処理実績の集計

　 　 　 ①作業所所長は「 e-r ever se. com」 の“ マニフ ェ スト 承認” （ 電子マニフ ェ スト 運用）

　 　 　 処理計画実施状況報告書」 （ 「 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」 ） を 本

　 　 　 支店の安全品質環境部が都道府県知事（ または保健所を 設置する 市の長） に提出する 。

　 　 　 　 又は“ 紙マニフ ェ スト 登録” （ 紙マニフ ェ スト 運用） を 実施し 、 工事作業所毎の処

　 　 　 　 理実績を 明確にする 。

　 　 　 　 の指示を 行う 。
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